
裾野警察署だより
静岡県警察では、将来の世代に安全な交通環境を引き継ぐため |

持続可能な交通規制を推進し玉います,、、_____…____ゴ籐鑢容曜鯰

信号機等に関する御意見がありましたら、最寄りの警察署か本部交通規制課まで御連絡ください。
また、県警察ホームページ「信号機BOX」 でも御意見を受け付けております。
静岡県警察本部 交通規制課 054-271-0110(内 線 5221～ 5229)

裾野警察署 交通課規制係 055-995-0110(内線 425426)
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背景
〇 県民を交通事故から守るために設置した信号機等が、老朽化によつて
かえって県民の安全を脅かしかねない事態となっています。

今後の方針
○ していく

ことで、 可能な交通規制を推進していきます。

塑選iL12」堕工_L」:L」目量」菫とは

信号機撤去後の安全対策
○ 信号機を撤去する際は、必要に応じ、自動車の速度を抑制し歩行者の安全
を確保する対策を施します。
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ドットラインの設置

ラバーポールの設置

信号を撤去することが目的ではなく、将来にわたつて安全で快適な

交通環境を維持することが目的です。 ・

ている安全カ フbヽ

交差道路から車が来ないのに

毎回上められてイライラする :
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信号は なのに 1

使われない
押ボタン

ラウンドアバウト化

(環状交差点)

路面強調表示

カラー舗装
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